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令和３年度第１回公共調達監視委員会審議概要 

 

沖縄労働局 

 

１  開催日時 

    令和３年１１月２４日（水）１５時～１７時 

２  開催場所 

    那覇市おもろまち２-１-１那覇第２地方合同庁舎１号館２階 共用中会議室 

３  公共調達監視委員 

    委員長    西里 喜明（中小企業診断士） 

    委員      宮里 善博（公認会計士・税理士） 

    委員      仲地 健（大学教授）※欠席 

４  審査対象期間 

    令和３年１月１日から令和３年５月３１日まで 

５  審査契約件数 

(1)  公共工事            ０件（審議対象    ０件） 

(2)  物品・役務等      ４６件（審議対象  ４６件） 

（内訳）競争入札  ２９件（審議対象  ２９件） 

随意契約  １７件（審議対象  １７件） 

６  審議案件の抽出方法 

沖縄労働局公共調達監視委員会設置要綱第６条に基づき、沖縄労働局公共調達審査会

から報告のあった物品・役務等にかかる審議案件４６件全数を審議対象とした。 

審査契約件数は、競争入札によるもの２９件、随意契約によるもの１７件の合計４６件

であり、うち、契約金額が５００万円以上のものについては、競争入札によるもの１７件、

随意契約によるもの１５件の合計３２件を審議対象とした。また、契約金額が５００万円

未満のものについては、件数が少ないため全件抽出とし、競争入札によるもの１２件、随

意契約によるもの２件の合計１４件を審議対象とした。 

７  審議概要 

「沖縄労働局公共調達監視委員会審議対象一覧表」に掲載している契約案件ごとに事

務局が概要を説明し、これを受けて委員から出される意見・質問等に対し事務局が回答す

るという形で審議が進行した。全件審議した結果、「適正に処理されている」と結論され

審議は終了した。 

なお、審議中に出された委員からの意見・質問及び事務局回答の概要は以下のとおりで

ある。 

 



2 
 

（１）競争入札 

①通番１～４について 

（委 員）通番１について、出張所の所長であれば入札権限はあると思うのだが、委

任状は出す必要があるのか。 

（事務局）事業所の代表者あるいは事業主が開札に参加できない場合は、委任状を出

していただいている。 

（委 員）契約権限がないということですか。 

（事務局）そのとおり。 

（委 員）一者応札となっているが妥当ですか。 

（事務局）納品期限等もあって、他業者の参加がなかったのだと思われます。 

②通番５～８について 

（委 員）各案件ともに入札参加者数が少ない気がするのですが。 

（事務局）備品については、納品期限がかなりタイトなものが多く調達が厳しいとい

うことがあって参加が少なかったというのもあるかと思います。業者から

は、コロナ禍で勤務調整等を行っていてなかなか工場のほうが厳しいとの

話も聞いている。 

③通番９～１２について 

（委 員）通番１１・１２について、最低賃金改定前の契約だと思いますが、最低賃

金改定後の対応はどうされていますか。 

（事務局）最低賃金改定に伴って官公庁が行う契約を柔軟に対応することが政府か

らも示されたため、それに基づいて対応を行った。労働局が契約を行ってい

る受託者に対して変更契約の必要性についての調査を行った。その結果、変

更契約が必要と申し出があったのが清掃の業者だった。そのため、積算を行

い、変更契約を交わした。 

（委 員）変更契約の場合の賃金というのは最低賃金で再契約ということですか。 

（事務局）そうです。改定後が 820 円のため、それを下回る契約の従業員がいるのか

調査を行い、結果、改定後の最低賃金との差額で積算を行い、変更契約を交

わした。    

④通番１３～１６について 

（委 員）通番１３と通番１４について、審議資料の入札参加者数の表示方法につい

て教えてください。 

（事務局）再公告を行った時の入札参加者数を表示しています。 

（事務局）通番１４については、初回の再入札を第３回まで行っているが、成立しな

かったので、再公告を行い、その際に２者が参加したということです。 
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（委 員）再公告の際に、予定価格を変えていますがどうしてですか。 

（事務局）第３回まで再入札を行い、予定価格の見直しが必要だと判断したことから

再公告を行った。 

⑤通番２１～２４について 

（委 員）通番２１について、開札結果で総合評価点というものがあるが、他の入札

案件と何が違うのか。 

（事務局）委託事業の入札に関して、最低価格落札方式と総合評価落札方式の２種類

がある。どちらの方式で行うかは事業を担当している本省の指示によるも

の。通番２１については、業者から企画書・提案書を提出させて内容を評価

する評価委員会を設けて、決められた評価点と入札価格とで落札者を決定

する総合評価落札方式になっている。 

（委 員）総合評価点の最低ラインはあるのか。 

（事務局）総合評価落札方式で行うときは審査基準も本省から示されてくる。項目ご

とに最高点や点数の幅が決まっていて、点数化される。 

（委 員）予定価格は超過してはいけないですよね。 

（事務局）そのとおり。 

⑦通番２５～２９について 

（委 員）通番２７について、委託費が高額で大きな事業だが、運営は大丈夫か。 

（事務局）当該ＮＰＯ法人は、通番２７の委託事業がスタートした時から、受託して

いる業者。４年ほど受託しており実績もあるので問題ない。 

（委 員）監査等は実施しているのか。 

（事務局）実施している。 

（委 員）法令違反がないこと等について、チェックを行うための書類等はあるのか。 

（事務局）その点は誓約書を提出させている。また、中間監査等実地検査により確認・

指導等を行っている。 

（委 員）契約段階まではクリアしていると思うので、実際、運営がうまくできてい

るかなどは監査などでチェック機能を働かせていただきたい。    

（２）随意契約 

①通番１～７について 

（委 員）通番５について、審議資料の備考欄に「地価高騰から契約者から値上げ要

請あり」と記載のあるとおり値上げをしているが、以前、駐車場の契約案件

については、周辺地域の駐車場代金等々地価についての添付資料があり、そ

れで周辺の競合状況が分かったのだが、今回は添付がない。調査等は実施し

ているのか。 

（事務局）以前添付していた資料を確認して、別途、回答いたします。 

（委 員）通番７の審議資料の契約相手方が「個人」と表示されているが、これは適
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正なのか。個人名で表示しないのか。 

（事務局）これらの案件は労働局のホームページで調達情報として公表されるため、

当該標記としている。 

②通番１４～１７について 

（委 員）通番１４について、審議資料の随意契約とすることとした理由に「企画競

争」とあり、応募者１者となっているが、事前に企画競争させているのか。 

（事務局）労働局ホームページに広告を掲載し、応募のあった事業所が提出した提案

書を評価のうえ契約相手方を決定している。今回は応募してきたのが１者

のみだった。 

（委 員）企画内容だけで落札するというわけではないですよね。 

（事務局）公募を行った際に参加資格はきちんと確認している。 

（３）その他共通事項 

（委 員）審議資料について、システム上や様式上、このようなフォームになってい

るのであれば仕方ないが、省ける部分は省くなどシンプルにわかりやすく

改善したほうが良い。 

（事務局）審議資料における様式は、本省から示されたものであるため、変更できな

い部分もあるが改善できる部分は適宜対応していきたい。 

 

 

 

 

 




















